
原産地規則 手続編 

岐阜県物流セミナー    

 平成26年9月16日 

  業務部 原産地調査官 

名古屋税関 



日本 

他の国 

①輸入される産品に関して、特恵税率が設定されていること（ＥＰＡ：協定
の譲許表、一般特恵：暫定措置法別表） 

相手国 

②生産された貨物が、｢原産品｣であると認め

られること(＝特恵原産地規則上の原産
地基準を満たしていること) 

③日本への運送の途上で｢原産品｣という資格を
失っていないこと(＝特恵原産地規則上の積
送基準を満たしていること) 

④税関に対して、原産地基準及び積送基準の
両方を満たしていることを証明すること

(＝特恵原産地規則上の原産地証明書及
び(必要に応じ)運送要件証明書を提出す
ること)（手続的規定） 

特恵税率適用のためには①②③④の全てを満たす必要がある 

特恵税率適用に必要な４つの条件 
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原産地規則 

原産地基準 

完全生産品 

実質的変更基準を満
たす産品 

積送基準 

手続的規定 
実質的変更基準の例外 

累 積 

関税分類変更基準 

加工工程基準 

付加価値基準 

僅少の非原産材料 

原産資格を与えるこ
ととならない作業 原産地規則の３つの構成要素 

原産材料のみから生
産される産品 

品目別規則 

（材料：非原産材料を使用） 

（材料：原産品のみ） 

原産地証明書 
運送要件証明書 

（材料：[自然]または完全生産品のみ） 

ＥＰＡ原産地規則の三大構成要素の内容 

3 

手続的規定 
原産地証明書 

運送要件証明書 



税関における手続－① 

☆特恵適用のための手続要件： 

 -原産地証明書 

 -運送要件証明書（通しＢ/Ｌ等） 

☆原産地証明書の提出時期： 
（関税法施行令第61条第4項） 

- 災害その他やむを得ない理由がある場合 （関税法基本通達68-5-15） 

- 許可前引取（ＢＰ）を行なう場合 （関税法基本通達68-5-16（1）） 

原則として２か月以内で適当な期間、原産地証明書の           

提出猶予の取扱いが可能  

を提出すること 

☆原産地証明書の有効期間： 
4 

輸入申告時 

発給から1年間（例外有） 



税関における手続－② 

☆ 原産地証明書提出の免除 

–課税価格の総額が２０万円以下の貨物 
（関税法施行令第61条第１項第２号イ） 

 

–輸入国が提出を免除する貨物 
 

 

☆ 運送要件証明書提出の免除 

–課税価格の総額が２０万円以下の貨物 
（関税法施行令第61条第１項第２号ロ） 
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（ＥＰＡ特恵に関しては具体的な産品の指定はない。） 



(2) 同一性の確認 
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原産地証明書の記載事項と留意点 

(1) 真正性の確認 

(3) 原産性の確認 



ZAIMU INTERNATIONAL CO.,LTD. 
1111-1 CENTER BLD.  
WATKET A,MUANG CHIANGMAI 
THAILAND 

0000-00 

ZP001 
January 
19,2011 

20,000 
   kg 

CHIANGMAI   January 19 ,2011 January 19, 2011 
輸出者 
署 名 登録署名 

登録 
印影 

CHIANGMAI 7 

・・・真正性の確認 

・・・同一性の確認 

1 

2 

3 

1 

1 

2 

2 

2 2 

2 
2 2 

・・・原産性の確認 3 

NO MARK 

ZEIKAN SHOJI CO.,LTD. 
2-7-11 AOMI, KOTO-KU, TOKYO, 
JAPAN 

FROM CHIANGMAI THAILAND 
TO TOKYO JAPAN BY SEA 
ON BOARD DATE : January 12, 2011 
VESSEL : ZEIKANMARU 

1.  

“DMI” 3 

“PS” 

1 

1 1 

2 

3 4 

5 6 7 8 9 10 

12 11 

日タイＥＰＡの場合 

HS CODE:0304.99 

3 

2 

1,000CTNS 
 
FROZEN SAWARA 
 
HS CODE:0304.99 
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② 印影・署名の確認 

(1)真正性の確認 

 （含：軽微な誤り） 

① 様式の確認 

④ 修正・再発給等 

③ 有効期間・遡及発給 



ZAIMU INTERNATIONAL CO.,LTD. 
1111-1 CENTER BLD.  
WATKET A,MUANG CHIANGMAI 
THAILAND 

0000-00 

1,000CTNS 
 
FROZEN SAWARA 
 
HS CODE:0304.99 

30,000 
   kg 

輸出者 
署 名 登録署名 

登録 
印影 

CHIANGMAI 9 

1 

1 

1 

・・・真正性の確認 1 

NO MARK 

ZEIKAN SHOJI CO.,LTD. 
2-7-11 AOMI, KOTO-KU, TOKYO, 
JAPAN 

CHIANGMAI   January 19 ,2011 January 19, 2011 

ZP001 
January 
19,2011 

“WO” 

FROM CHIANGMAI THAILAND 
TO TOKYO JAPAN BY SEA 
ON BOARD DATE : January 12, 2011 
VESSEL : ZEIKANMARU 

1.  

証印 
＋ 

署名 

20,000 
   kg 

1 

1 

日タイＥＰＡの場合 

30,000 
   kg 
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ＥＰＡの 

 原産地証明書の様式は 

       協定毎に異なる。 

（関税基本通達68-5-11） 

1 

日タイＥＰＡの場合 



ZAIMU INTERNATIONAL CO.,LTD. 
1111-1 CENTER BLD.  
WATKET A,MUANG CHIANGMAI 
THAILAND 

0000-00 

20,000 
   kg 

輸出者 
署 名 登録署名 

登録 
印影 

CHIANGMAI 11 

輸出者の署名は、
自 署 又 は 署 名 の 
形状の印字 
 （ゴム印は不可） 署名権者の署名は、

自署又は署名の 
形状の印字 

（ゴム印は不可） 

ZEIKAN SHOJI CO.,LTD. 
2-7-11 AOMI, KOTO-KU, TOKYO, 
JAPAN 

1,000CTNS 
 
FROZEN SAWARA 
 
HS CODE:0304.99 

NO MARK 1.  

CHIANGMAI   January 19 ,2011 January 19, 2011 

ZP001 
January 
19,2011 

“WO” 

FROM CHIANGMAI THAILAND 
TO TOKYO JAPAN BY SEA 
ON BOARD DATE : January 12, 2011 
VESSEL : ZEIKANMARU 

日タイＥＰＡの場合 

印影・署名が登録さ
れたものであるかどう
かは、最寄の税関官
署で確認可能。 



0000-00 

輸出者 
署 名 登録署名 CHIANGMAI 

50,000 
kg 

ZAIMU INTERNATIONAL CO.,LTD. 
1111-1 CENTER BLD.  
WATKET A,MUANG CHIANGMAI 
THAILAND 

ZEIKAN SHOJI CO.,LTD. 
2-7-11 AOMI, KOTO-KU, TOKYO, 
JAPAN 

50Bags 
 
ACETYLATED STARCH 
 
HS CODE:3505.10 

NO MARK 1.  

CHIANGMAI   January 19 ,2011 January 19, 2011 

January 
19,2011 

“PS” 

FROM CHIANGMAI THAILAND 
TO TOKYO JAPAN BY SEA 
ON BOARD DATE : January 12, 2011 
VESSEL : ZEIKANMARU 

ZP002 

印影の脱落という不備
がある場合、このＣＯ
は有効か？ 

無効。印影が不鮮明な場合
には、必要に応じて原産地
調査官等に相談して下さい。 

12 

日タイＥＰＡの場合 
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不備のある原産地証明書等の取扱いについて（EPA版） 
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不備のある原産地証明書等の取扱いについて（EPA版） 
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不備のある原産地証明書等の取扱いについて（EPA版） 



【参考】各ＥＰＡにおける発給機関 
• 発給機関（関税法基本通達68－５－14 参照） 
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国名 発給機関 国名 発給機関 

日本 
経済産業省 

（日本商工会議所） 
インドネシア インドネシア商業省 

シンガポール シンガポール税関 ブルネイ ブルネイ外務貿易省 

メキシコ メキシコ経済省 フィリピン フィリピン関税局 

マレーシア マレーシア国際貿易産業省 アセアン包括 
アセアン包括協定附属書４第１規則(a)に規定
する当局又は同第２規則１に規定する指定団
体  

チ リ 
チリ外務省国際経済関係総局 

(チリ商工会議所又はチリ製造
業振興協会) 

スイス スイス連邦関税管理局 （原産地申告を除く）  

タ イ 
タイ商務省又はこれを継承
する当局 

ベトナム  ベトナム商工省  

インド インド商工省商務局   ペルー 通商観光省又はその後継機関 



0000-00 

輸出者 
署 名 登録署名 

登録 
印影 

CHIANGMAI 

50,000 
kg 

船積日の翌日以降の発

給の場合⇒「遡及発給」 

まず、原産地証明書の 
     発給日を確認 

ZAIMU INTERNATIONAL CO.,LTD. 
1111-1 CENTER BLD.  
WATKET A,MUANG CHIANGMAI 
THAILAND 
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B/L等で船積日を確認                         

ZEIKAN SHOJI CO.,LTD. 
2-7-11 AOMI, KOTO-KU, TOKYO, 
JAPAN 

50Bags 
 
ACETYLATED STARCH 
 
HS CODE:3505.10 

NO MARK 1.  

CHIANGMAI   January 19 ,2011 January 19, 2011 

ZP001 
January 
19,2011 

“PS” 

FROM CHIANGMAI THAILAND 
TO TOKYO JAPAN BY SEA 
ON BOARD DATE : January 12, 2011 
VESSEL : ZEIKANMARU 

遡及発給の場合、 
“ISSUED RETROACTIVELY”、 
及び船積日の記載が必要 

遡及発給は、 
 船積日から１年以内                         

原産地証明書の有効期間 

  ⇒ 発給の日から１年間                        

日タイＥＰＡの場合 



【参考】各ＥＰＡにおける遡及発給扱いと 
        船積日の記載欄の比較について 
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記入事項 記入欄 記入事項 記入欄

シンガポール シンガポールから送り出した際（注） － － － －

メキシコ 輸出のとき "ISSUED RETROSPECTIVELY" 第１１欄（備考） － －

マレーシア 船積みのときまで "ISSUED RETROACTIVELY" 第８欄（備考） － －

チリ 船積みのときまで "ISSUED RETROACTIVELY" 第８欄（備考）
船積みの日付

（B/L又はAWBの日付）
第３欄（輸送の詳細）

タイ 船積みのときまで "ISSUED RETROACTIVELY" 第４欄（公用欄）
船積みの日付

（B/L又はAWBの日付）
第４欄（公用欄）

インドネシア
船積みのとき又は船積日を

含め３日以内まで
"ISSUED RETROACTIVELY" 第８欄（備考）

船積みの日付
（B/L又はAWBの日付）

第８欄（備考）

ブルネイ 船積みのときまで "ISSUED RETROACTIVELY" 第８欄（備考）
船積みの日付

（B/L又はAWBの日付）
第３欄（輸送の詳細）

フィリピン 船積みの日の翌日まで "ISSUED RETROACTIVELY" 第９欄（備考）
船積みの日付

（B/L又はAWBの日付）
第３欄（輸送の手段及び経路）

アセアン包括
船積みのとき又は船積日を

含め３日以内まで
□Issued Retroactively

へのチェック
第１３欄

船積みの日付
（B/L又はAWBの日付）

第３欄（輸送の手段及び経路）

スイス 船積みのときまで "ISSUED RETROSPECTIVELY" 第７欄（備考） － －

ベトナム
船積みのとき又は船積日を

含め３日以内まで
"Issued Retroactively" 第８欄（備考）

船積みの日付
（B/L又はAWBの日付）

第３欄（輸送の手段及び経路）

インド
船積みのとき又は船積日を

含め３日以内まで
□ISSUED RETROACTIVELY

へのチェック
第８欄（備考）

船積みの日付
（B/L又はAWBの日付）

第３欄（輸送の詳細）

ペルー 船積みのときまで "ISSUED RETROSPECTIVELY" 第９欄（備考）
船積みの日付

（B/L又はAWBの日付）
第４欄（輸送の詳細）

協定名 原則的な原産地証明書発給の時期
遡及発給の旨 船積日

（注） 関税法基本通達68-5-13(2)において、通常の送出手続に要すると認められる期間内（送り出した後10日程度） 
    に発給されたものは、送り出した際に発給されたものと取扱っても差し支えないこととされている。 
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日タイＥＰＡの場合 

   (1)真正性の確認 
   ④ 軽微な誤り・修正・再発給等 

……………………………………………… 

＜記載の不備＞  
  

 - 軽微な誤り ⇒ 税関の判断で受入可  

＜紛失等＞   ⇒ 再発給 
  

  

 - そ の 他 ⇒ 修正(発給当局) 
        ⇒ 発給のやり直し 
  



0000-00 

輸出者 
署 名 登録署名 

登録 
印影 

CHIANGMAI 

30,000 
Kg 

 
50,000 

kg 

ZAIMU INTERNATIONAL CO.,LTD. 
1111-1 CENTER BLD.  
WATKET A,MUANG CHIANGMAI 
THAILAND 

20 

修正・追記箇所 
ごとに証印・署名
が必要 

証印 
＋ 

署名 

ZEIKAN SHOJI CO.,LTD. 
2-7-11 AOMI, KOTO-KU, TOKYO, 
GAPAN 

50Bags 
 
ACETYLATED STARCH 
 
HS CODE:3505.10 

NO MARK 1.  

CHIANGMAI   January 19 ,2011 January 19, 2011 

ZP001 
January 
19,2011 

“PS” 

FROM CHIANGMAI THAILAND 
TO TOKYO JAPAN BY SEA 
ON BOARD DATE : January 12, 2011 
VESSEL : ZEIKANMARU 

日タイＥＰＡの場合 

軽微な誤り（例：タイプミスであ

ることが明白であるもの）は、税

関の判断で受け入れ可能 

（関税法基本通達68-5-12） 

30,000 
Kg 
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日タイＥＰＡの場合 

  (1)真正性の確認 
     ④ (ﾛ)原産地証明書の発給のやり直し 

  

 - 原産地証明書に不正確な情報が含まれて 
  いる場合には、原産地証明書の発給のや 
  り直しを求め、当初の原産地証明書を無 
  効とする。 

- 新規番号、新たな日付けによる発給のや 
  り直しが行なわれる。 



【参考】原産地証明書に記載不備があった場合の 
     各ＥＰＡにおける取扱いについて 
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協定名 原産地証明書の発給のやり直し（注１） 原産地証明書の修正（注２）

シンガポール － 発給機関の修正印による証明

メキシコ － 発給機関の修正印による証明

マレーシア
（原則的には）原産地証明書に不正確な情報が含まれている場合には、原産地証明
書の発給のやり直しを求め、当初の原産地証明書を無効とする。新規番号、新たな日
付けによる発給のやり直しが行なわれることとなる。

登録署名による承認

チリ
（原則的には）原産地証明書に不正確な情報が含まれている場合には、原産地証明
書の発給のやり直しを求め、当初の原産地証明書を無効とする。新規番号、新たな日
付けによる発給のやり直しが行なわれることとなる。

権限者の署名による承認と機関の証印

タイ
（原則的には）原産地証明書に不正確な情報が含まれている場合には、原産地証明
書の発給のやり直しを求め、当初の原産地証明書を無効とする。新規番号、新たな日
付けによる発給のやり直しが行なわれることとなる。

権限者の署名による承認と機関の証印

インドネシア 誤った原産地証明書に替えて新規証明書を発給する。 －

ブルネイ
（原則的には）原産地証明書に不正確な情報が含まれている場合には、原産地証明
書の発給のやり直しを求め、当初の原産地証明書を無効とする。新規番号、新たな日
付けによる発給のやり直しが行なわれることとなる。

権限者の署名による承認と機関の証印

フィリピン
（原則的には）原産地証明書に不正確な情報が含まれている場合には、原産地証明
書の発給のやり直しを求め、当初の原産地証明書を無効とする。新規番号、新たな日
付けによる発給のやり直しが行なわれることとなる。

権限者の署名による承認と機関の証印

アセアン包括 誤った原産地証明書に替えて新規証明書を発給する。 権限者の署名による承認と機関の証印

スイス 誤った原産地証明書に替えて新規証明書を発給する。 権限者の署名による承認と機関の証印

ベトナム 誤った原産地証明書に替えて新規証明書を発給する。 権限者の署名による承認と機関の証印

インド 誤った原産地証明書に替えて新規証明書を発給する。 権限者の署名による承認と機関の証印

ペルー 誤った原産地証明書に替えて新規証明書を発給する。 権限者の署名による承認と機関の証印

（注１） ここでは、紛失などによる再発給ではなく、記載不備による取り直しを説明。"DUPLICATE"や当初発給原産地証明書の番号などの記載を要しない。 

（注２） 修正は、修正箇所を見え消しで行なう。追記も修正に含まれることに注意。 

（注３） 上記通りの記載ではないなど疑問点のある場合、業務部原産地調査官部門までお問い合わせください。 



0000-00 

輸出者 
署 名 登録署名 

登録 
印影 

CHIANGMAI 

20,000 
kg 

ZAIMU INTERNATIONAL CO.,LTD. 
1111-1 CENTER BLD.  
WATKET A,MUANG CHIANGMAI 
THAILAND 
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ZEIKAN SHOJI CO.,LTD. 
2-7-11 AOMI, KOTO-KU, TOKYO, 
JAPAN 

1,000CTNS 
 
FROZEN SAWARA 
 
HS CODE:0304.99 

NO MARK 1.  

CHIANGMAI   January 19 ,2011 January 19, 2011 

ZP001 
January 
12,2011 

“WO” 

FROM CHIANGMAI THAILAND 
TO TOKYO JAPAN BY SEA 
ON BOARD DATE : January 12, 2011 
VESSEL : ZEIKANMARU 

“DUPLICATE”、当初の原産地証明

書の番号・発給年月日の記載が必要 

（関税法基本通達68-5-11(2)ﾍ） 

☆ 紛失等により再発給された原産地証明書： 

  ⇒ 当初の原産地証明書と同一内容の新規の原産地証明書 

  ⇒ (新規なので)番号は当初の証明書と異なる。 

  ⇒ 有効期間は当初の原産地証明書の有効期間の残余の期間。 

日タイＥＰＡの場合 



【参考】紛失等の理由により原産地証明書が 
    再発給される場合の記載事項 

24 

「再発給」原産地証明書の性格 記入事項 記入欄

－ "DUPLICATE"又は"DUPLICATA" 記入欄の指定なし

　当初の原産地証明書の「写し」。
　従って番号は当初の証明書と同じ。

"DUPLICATE" 第１１欄（備考）

　当初の原産地証明書と同一内容の新規の原産地証明書。
　従って番号は当初の証明書とは異なる。

当初の原産地証明書の番号及び発給年月日 第８欄（備考）

　当初の原産地証明書と同一内容の新規の原産地証明書。
　従って番号は当初の証明書とは異なる。

当初の原産地証明書の番号及び発給年月日 第８欄（備考）

　当初の原産地証明書と同一内容の新規の原産地証明書。
　従って番号は当初の証明書とは異なる。

"DUPLICATE"
及び当初の原産地証明書の番号及び発給年月日

第４欄（公用欄）

　当初の原産地証明書と同一内容の新規の原産地証明書。
　従って番号は当初の証明書とは異なる。

当初の原産地証明書の番号及び発給年月日 第８欄（備考）

　当初の原産地証明書の「写し」。
　従って番号は当初の証明書と同じ。

"CERTIFIED TRUE COPY"
及び当初の原産地証明書の発給年月日

第８欄（備考）

　当初の原産地証明書の「写し」。
　従って番号は当初の証明書と同じ。

"CERTIFIED TRUE COPY"
及び当初の原産地証明書の発給年月日

第９欄（備考）

①
　新規の番号を付した新規の原産地証明書が発給される。
　従って番号は当初の証明書とは異なる。

当初の原産地証明書の番号及び発給年月日

②
　当初の原産地証明書の「写し」。
　従って番号は当初の証明書と同じ。

"CERTIFIED TRUE COPY"
及び当初の原産地証明書の発給年月日

　当初の原産地証明書と同一内容の新規の原産地証明書。
　従って番号は当初の証明書とは異なる。

"DUPLICATE"
及び当初の原産地証明書の発給年月日

第７欄（備考）

①
　新規の番号を付した新規の原産地証明書が発給される。
　従って番号は当初の証明書とは異なる。

当初の原産地証明書の番号及び発給年月日

②
　当初の原産地証明書の「写し」。
　従って番号は当初の証明書と同じ。

"CERTIFIED TRUE COPY"
及び当初の原産地証明書の発給年月日

新規の番号を付した新規の原産地証明書が発給される。したがっ
て、番号はオリジナルの証明書とは異なる。

"CERTIFIED TRUE COPY"及びオリジナ
ル原産地証明書の発給日及び番号

第８欄（備考）

－
“DUPLICATE OF THE ORIGINAL CERTIFICATE OF

ORIGIN NUMBER___DATED___”
第９欄（備考）

インド

ペルー

タイ

協定名

シンガポール

メキシコ

マレーシア

チリ

第１２欄（証明）

第８欄（備考）

インドネシア

ブルネイ

フィリピン

アセアン
包括

スイス

ベトナム

（注） 上記通りの記載ではないなど疑問点のある場合、業務部原産地調査官部門までお問い合わせください。 



② インボイスの番号、 
     輸出入者の確認 

25 

(2)同一性の確認 

① 品名・数量等の確認 

③ 特別な品名・説明の記載 
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同じ貨物であることの確認 
 
 
 

輸入申告された貨物 ＜税関（日本）＞ 

原産地証明書で原産性が証明された貨物 

＜発給当局（輸出国）への証明＞ 

同一性の確認とは、 

が 

と 



ZAIMU INTERNATIONAL CO.,LTD. 
1111-1 CENTER BLD.  
WATKET A,MUANG CHIANGMAI 
THAILAND 

0000-00 

20,000 
   kg 

輸出者 
署 名 登録署名 

登録 
印影 

CHIANGMAI 27 

・・・同一性の確認 2 

2 

2 

2 

2 2 
2 

これらの情報が、輸入申告の際に税関に提

出されるインボイス等と一致することを確認。 

2 

ZEIKAN SHOJI CO.,LTD. 
2-7-11 AOMI, KOTO-KU, TOKYO, 
JAPAN 

1,000CTNS 
 
FROZEN SAWARA 

NO MARK 1.  

CHIANGMAI   January 19 ,2011 January 19, 2011 

ZP001 
January 
19,2011 

“WO” 

FROM CHIANGMAI THAILAND 
TO TOKYO JAPAN BY SEA 
ON BOARD DATE : January 19, 2011 
VESSEL : ZEIKANMARU 

日タイＥＰＡの場合 

HS CODE:0304.99 

2 



0000-00 

輸出者 
署 名 登録署名 

登録 
印影 

CHIANGMAI 

20,000 
kg 

ZAIMU INTERNATIONAL CO.,LTD. 
1111-1 CENTER BLD.  
WATKET A,MUANG CHIANGMAI 
THAILAND 

28 

2 
2 2 

2 2 

ZEIKAN SHOJI CO.,LTD. 
2-7-11 AOMI, KOTO-KU, TOKYO, 
JAPAN 

1,000CTNS 
 
FROZEN SAWARA 

NO MARK 1.  

CHIANGMAI   January 19 ,2011 January 19, 2011 

ZP001 
January 
19,2011 

“WO” 

FROM CHIANGMAI THAILAND 
TO TOKYO JAPAN BY SEA 
ON BOARD DATE : January 19, 2011 
VESSEL : ZEIKANMARU 

原則、記載された品名、数量につ

いてのみＥＰＡ税率を適用。 

日タイＥＰＡの場合 

HS CODE:0304.99 



0000-00 

輸出者 
署 名 CHIANGMAI 

50,000 
kg 

ZAIMU INTERNATIONAL CO.,LTD. 
1111-1 CENTER BLD.  
WATKET A,MUANG CHIANGMAI 
THAILAND 

ZEIKAN SHOJI CO.,LTD. 
2-7-11 AOMI, KOTO-KU, TOKYO, 
JAPAN 

50Bags 
 
 
 
HS CODE:3505.10 

NO MARK 1.  

CHIANGMAI   January 19 ,2011 January 19, 2011 

January 
19,2011 

“PS” 

FROM CHIANGMAI THAILAND 
TO TOKYO JAPAN BY SEA 
ON BOARD DATE : January 12, 2011 
VESSEL : ZEIKANMARU 

ZP002 

取引関係書類にて輸入貨物と同一性
の確認ができる場合、若しくは輸入
者が資料に基づいて原産品であるこ
とを明らかにできる場合には有効。
但し、複数の箇所に不備がある場合、
特別な規定がある品目に関する記載
の脱落がある場合には、原産地調査
官等に相談して下さい。 

登録署名 

登録 
印影 

品名の脱落という不備
がある場合、このＣＯ
は有効か？ 

29 

日タイＥＰＡの場合 



0000-00 

輸出者 
署 名 登録署名 

登録 
印影 

CHIANGMAI 

ZAIMU INTERNATIONAL CO.,LTD. 
1111-1 CENTER BLD. WATKET A, 
MUANG CHIANGMAI THAILAND 

50,000 
kg 

2 

2 

2 

ZEIKAN SHOJI CO.,LTD. 
2-7-11 AOMI, KOTO-KU, TOKYO, 
JAPAN 

50Bags 
 
ACETYLATED STARCH 
 
HS CODE:3505.10 

NO MARK 1.  

CHIANGMAI   January 19 ,2011 January 19, 2011 

ZP001 
January 
19,2011 

“PS” 

FROM CHIANGMAI THAILAND 
TO TOKYO JAPAN BY SEA 
ON BOARD DATE : January 19, 2011 
VESSEL : ZEIKANMARU 

☆原則 ⇒ 輸入申告で提出されるインボイスの番号・日付 

☆第3国インボイスの場合： 

  ⇒ 発給時に第３国インボイス番号が判明している場合：  

    ・第10欄に第３国インボイスの番号・日付、 

    ・第１欄には第三国で発行される旨及び発行者の正式名称・住所 

     を記載 

  ⇒ 発給時に第３国インボイス番号が不明である場合：  

    ・第10欄に輸出国で発行されたインボイスの番号・日付を記載。 

    ・第１欄には第三国で発行される旨及び発行者の正式名称・住所 

     を記載 
30 

日タイＥＰＡの場合 

  第三国で発行される旨及び 
  発行者の正式な名称･住所 



【参考】各ＥＰＡにおける第三国インボイスの記載事項の比較 関税法基本通達68-5-11（2）イ（ﾛ） 
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記入事項 記入欄 記入事項 記入欄 記入事項 記入欄 記入事項 記入欄

シンガポール － － － － － － － － －

メキシコ 第三国インボイスの番号
第１０欄

（インボイス）

インボイスが第三国で発行される
旨、当該インボイスの発行者の
名称及び住所

第１１欄（備考） 空欄
第１０欄

（インボイス）
－ －

誓約書等の関係がわか
るような書類の提出

マレーシア
第三国インボイスの番号
及び日付

第７欄（インボイス
の番号及び日付）

インボイスが第三国で発行される
旨、当該インボイスの発行者の
名称及び住所

第８欄（備考） 空欄
第７欄（インボイスの
番号及び日付）

－ －
誓約書等の関係がわか
るような書類の提出

チリ
第三国インボイスの番号
及び日付

第７欄（インボイス
の番号及び日付）

インボイスが第三国で発行される
旨、当該インボイスの発行者の
名称及び住所

第８欄（備考） 空欄
第７欄（インボイスの
番号及び日付）

インボイスが第三国で発行さ
れる旨、当該インボイスの発行
者の名称及び住所

第８欄（備考）
誓約書等の関係がわか
るような書類の提出

タイ
第三国インボイスの番号
及び日付

第１０欄（インボイス
の番号及び日付）

インボイスが第三国で発行される
旨、当該インボイスの発行者の
名称及び住所

第１欄（輸出者）
輸出国（タイ）で発行され
たインボイスの番号及び
日付

第１０欄（インボイス
の番号及び日付）

インボイスが第三国で発行さ
れる旨、当該インボイスの発行
者の名称及び住所

第１欄（輸出者）
関係がわかるような書類
の提出

インドネシア
第三国インボイスの番号
及び日付

第７欄（インボイス
の番号及び日付）

インボイスが第三国で発行される
旨、当該インボイスの発行者の
名称及び住所

第８欄（備考）
輸出者のインボイス番号
及び日付

第７欄（インボイスの
番号及び日付）

インボイスが第三国で発行さ
れる旨、当該インボイスの発行
者の名称及び住所

第８欄（備考）
取引がわかる関係書類
の提出

ブルネイ
第三国インボイスの番号
及び日付

第７欄（インボイス
の番号及び日付）

インボイスが第三国で発行される
旨、当該インボイスの発行者の
名称及び住所

第８欄（備考）
輸出者のインボイス番号
及び日付

第７欄（インボイスの
番号及び日付）

インボイスが第三国で発行さ
れる旨、当該インボイスの発行
者の名称及び住所

第８欄（備考）
取引がわかる関係書類
の提出

フィリピン
第三国インボイスの番号
及び日付

第７欄（インボイス
の番号及び日付）

"non-Party invoicing"及び当該
インボイスの発行者の名称及び
住所

第９欄（備考） 空欄
第７欄（インボイスの
番号及び日付）

"non-Party invoicing"及び当
該インボイスの発行者の名称
及び住所

第９欄（備考）
誓約書等の関係がわか
るような書類の提出

アセアン包括
第三国インボイスの番号
及び日付

第１０欄（インボイス
の番号及び日付）

当該インボイスの発行者の名称
及び住所並びに「□ Third
Country invoicing」へのチェック

第７欄（品名等）
及び第１３欄

輸出者のインボイス番号
及び日付

第１０欄（インボイス
の番号及び日付）

インボイスが第三国で発行さ
れる旨、当該インボイスの発行
者の名称及び住所並びに「□
Third Country invoicing」への
チェック

第７欄（品名等）
及び第１３欄

取引がわかる関係書類
の提出

スイス
第三国インボイスの番号
及び日付

第１０欄（インボイス
の番号及び日付）

－ － － － － －
取引がわかる関係書類
の提出

ベトナム
第三国インボイスの番号
及び日付

第７欄（インボイス
の番号及び日付）

インボイスが第三国で発行される
旨、当該インボイスの発行者の
名称及び住所

第８欄（備考）
輸出者のインボイス番号
及び日付

第７欄（インボイスの
番号及び日付）

インボイスが第三国で発行さ
れる旨、当該インボイスの発行
者の名称及び住所

第８欄（備考）
取引がわかる関係書類
の提出

インド
第三国インボイスの番号
及び日付

第７欄（インボイス
の番号及び日付）

当該インボイスの発行者の名称
及び住所並びに「□ Third
Country invoicing」へのチェック

第８欄（備考）
輸出者のインボイス番号
及び日付

第７欄（インボイスの
番号及び日付）

第三国インボイスの発行者の
名称及び住所及び「□ Third
Country invoicing」へのチェッ
ク

第８欄（備考）
取引がわかる関係書類
の提出

ペルー
第三国インボイスの番号
及び日付

第８欄（インボイス
の番号及び日付）

インボイスが第三国で発行される
旨、当該インボイスの発行者の
名称及び住所

第９欄（備考）
輸出者のインボイス番号
及び日付

第８欄（インボイスの
番号及び日付）

インボイスが第三国で発行さ
れる旨、当該インボイスの発行
者の名称及び住所

第９欄（備考）
取引がわかる関係書類
の提出

②（その他の関連する事項）

発給時に第三国インボイスの番号が不明の場合

取扱い
協定名

発給時に第三国インボイスの番号が判明している場合

①（インボイス番号・日付関係） ②（その他の関連する事項） ①（インボイス番号・日付関係）

（注１） 原産地証明書に記載するインボイス番号・日付は、原則として日本への輸入申告に用いられるインボイスの番号及び日付（日本への輸入申告に用いられるインボイス 
     が第三国インボイスである場合には、当該第三国インボイスのもの）を記入する（シンガポール協定については規定無し）。 
（注２） メキシコ、マレーシア、フィリピン及びチリの各協定では、誓約書には少なくともコマーシャルインボイスの番号と原産地証明書の番号を記入することとされている。 
（注３） スイス協定においてはインボイス番号・日付の記載は任意であるが、運用上の手続規則Section1 Chapter1 Rule9により第三国インボイスの使用は認められている。 



0000-00 

輸出者 
署 名 登録署名 

登録 
印影 

CHIANGMAI 

3,000L 

Thai local spirits obtained by 
fermented mixtures of rice and 
molasses and/or refined sugar, 
and coloured with caramel 
 
Certificate for Distilled Alcoholic 
Beverages No.xxxx 

ZAIMU INTERNATIONAL CO.,LTD. 
1111-1 CENTER BLD.  
WATKET A,MUANG CHIANGMAI 
THAILAND 
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ZEIKAN SHOJI CO.,LTD. 
2-7-11 AOMI, KOTO-KU, TOKYO, 
JAPAN 

CHIANGMAI   January 19 ,2011 January 19, 2011 

ZP001 
January 
19,2011 

“PS” 

FROM CHIANGMAI THAILAND 
TO TOKYO JAPAN BY SEA 
ON BOARD DATE : January 19, 2011 
VESSEL : ZEIKANMARU 

500CTNS 
 
MEKONG WHISKY 

NO MARK 1.  

HS CODE:2208.90 

日タイＥＰＡの場合 

熱帯果実ワイン 

  （2206.00-229の一部）及び 

｢メコンウィスキー｣ 

  （2208.90-129の一部） 

については、所定の文（特定の

品名及び製品証明書のＩＤ番

号） 



【参考】各ＥＰＡにおける品名欄への特殊な品名等の記載    
（関税法基本通達68-5-11(2)チ） 

（注１）アセアン加盟国である第三国で生産された非原産材料を使う場合について設けられた特別な品目別規則 
（注２）非原産材料であるまぐろ類を使用する場合はIOTC（インド洋まぐろ類委員会）登録漁船によって漁獲されたものに限るとするルール 

協定名
特殊な記載①

（品名等）
特殊な記載②

（アセアン第三国産材料（注１）・IOTC登録船舶漁獲材料（注２））
記載欄

シンガポール
特別なルールによる品目別規則を満たす場合には、品名に加え、附属書ⅡＢ
で定められた説明を付す。

特別なルールによる品目別規則を満たす場合には、品名に加え、附属書
ⅡＢで定められた説明を付す。

第１０欄（品名等）

メキシコ 統一規則附属書２－Ｂに掲げる品目：同附属書に掲げる品名を記入 － 第６欄（品名）

品目別規則において特別な品名が定められている品目(いぐさ製品等)：当該
品名を記入

第16類、第18類～第20類の産品：アセアン第三国の材料名、国名

－
第19類又は第20類の産品：日本、マレーシア又はアセアン第三国におい
て収穫等された材料名、国名

－
第50類～第63類の産品：日本又はアセアン第三国の材料名、工程又は
作業名、国名

チリ
品目別規則において特別な品名が定められている品目(インスタントカレー
等)：当該品名を記入

－ 第４欄（品名等）

熱帯果実ワイン及びタイの蒸留酒：所定の文（特定の品名及び製品証明書の
番号）

第1604.14号の産品：材料名、ＩＯＴＣに登録された船名、登録番号、登録
国名

－
第７類、第16類、第18類～第20類の産品：アセアン第三国の材料名、国
名

－
第61類、第62類の産品：日本又はアセアン第三国の材料名、工程又は作
業名、国名

インドネシア
品目別規則において特別な品名が定められている品目(インスタントカレー、い
ぐさ製品等)：当該品名を記入

第50類～第63類の産品：日本又はアセアン第三国の材料名、工程又は
作業名、国名

第４欄（品名等）

品目別規則において特別な品名が定められている品目（えび調製品等）：当該
品名を記入

第４類、第11類、第16類～第20類又は第29類の産品：アセアン第三国の
材料名、国名

－
第50類～第63類の産品：日本又はアセアン第三国の材料名、工程又は
作業名、国名

品目別規則において特別な品名が定められている品目（合成清酒又は料理用
酒（みりん）等）：当該品名を記入

第16類の産品：材料名、ＩＯＴＣに登録された船名、登録番号、登録国名

小バナナ：品種
熱帯果実ワイン：原料となった熱帯果実の品種名

第18類又は第20類の産品：アセアン第三国の材料名、国名

－
第50類～第63類の産品：日本又はアセアン第三国の材料名、工程又は
作業名、国名

アセアン包括
品目別規則において特別な品名が定められている品目（合成清酒又は料理用
酒（みりん）等）：当該品名を記入

－ 第７欄（品名等）

スイス
一部のスイス特産ナチュラルチーズ及び一部のチーズ調製品：所定の申告文
を記載

－ 第８欄（品名等）

ベトナム
品目別規則において特別な品名が定められている品目（カレー、桐油及びそ
の分別物等）：当該品名を記入

第50類～第63類の産品：日本又はアセアン第三国の材料名、工程又は
作業名、国名

第４欄（品名等）

インド － － －

ペルー
品目別規則の品名に特別の記載のある産品について
当該品目別規則が適用される場合：当該特段の記載を記入

産品が梱包されていない場合：「INBULK」 第５欄（品名等）

ブルネイ

フィリピン

第４欄（品名等）

第７欄（品名等）

第４欄（品名等）

第４欄（品名等）

マレーシア

タイ



0000-00 

輸出者 
署 名 登録署名 

登録 
印影 

CHIANGMAI 

50,000 
kg 

必要に応じてＡＣＵ 

又はＤＭＩを併記する。 

原産地基準欄に記載され 

る原産品を表す記号は 

ＷＯ、ＰＥ 又は ＰＳ 

ZAIMU INTERNATIONAL CO.,LTD. 
1111-1 CENTER BLD.  
WATKET A,MUANG CHIANGMAI 
THAILAND 
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“DMI” 

ZEIKAN SHOJI CO.,LTD. 
2-7-11 AOMI, KOTO-KU, TOKYO, 
JAPAN 

1,000CTNS 
 
TOMATO KETCHUP 

NO MARK 1.  

HS CODE:2103.20 

CHIANGMAI   January 19 ,2011 January 19, 2011 

ZP001 
January 
19,2011 

“PS” 

FROM CHIANGMAI THAILAND 
TO TOKYO JAPAN BY SEA 
ON BOARD DATE : January 19, 2011 
VESSEL : ZEIKANMARU 

日タイＥＰＡの場合 

各ＥＰＡで定められた記
号区分に沿って記載さ
れている必要がある。 



原則無効。ただし、輸入
者が資料に基づいて原産
品であることを明らかに
できる場合には有効。 

0000-00 

輸出者 
署 名 CHIANGMAI 

50,000 
kg 

ZAIMU INTERNATIONAL CO.,LTD. 
1111-1 CENTER BLD.  
WATKET A,MUANG CHIANGMAI 
THAILAND 

ZEIKAN SHOJI CO.,LTD. 
2-7-11 AOMI, KOTO-KU, TOKYO, 
JAPAN 

50Bags 
 
ACETYLATED STARCH 
 
HS CODE:3505.10 

NO MARK 1.  

CHIANGMAI   January 19 ,2011 January 19, 2011 

January 
19,2011 

FROM CHIANGMAI THAILAND 
TO TOKYO JAPAN BY SEA 
ON BOARD DATE : January 12, 2011 
VESSEL : ZEIKANMARU 

ZP002 

登録署名 

登録 
印影 

特恵基準の脱落とい
う不備がある場合、
このＣＯは有効か？ 

35 

日タイＥＰＡの場合 



0000-00 

CHIANGMAI   September 15 ,2010 September 15,2010 

輸出者 
署 名 登録署名 

登録 
印影 

CHIANGMAI 

50,000 
kg 

ZAIMU INTERNATIONAL CO.,LTD. 
1111-1 CENTER BLD.  
WATKET A,MUANG CHIANGMAI 
THAILAND 
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ZEIKAN SHOJI CO.,LTD. 
2-7-11 AOMI, KOTO-KU, TOKYO, 
JAPAN 

50Bags 
 
ACETYLATED STARCH 
 
HS CODE:3505.10 

NO MARK 1.  ZP001 
January 
19,2011 

“PS” 

FROM CHIANGMAI THAILAND 
TO TOKYO JAPAN BY SEA 
ON BOARD DATE : January 19, 2011 
VESSEL : ZEIKANMARU 

「記載税番」と「適用税番」が相違する場合 
 【旧】関税法基本通達68－5－12－（1）－ロ－(ｲ)の条件に該当すれば有効な原産地証
明書と認められる。 
（ⅰ）締約国原産地証明書の記載が、いわゆる「完全生産品」又は「原産 材料のみから生 
   産される産品」であり、かつ、同締約国の原産品とすることに特段の疑義が認められな 
   い場合。 
（ⅱ）上記（ⅰ）以外の場合であって、記載税番と適用税番に対する経済連携協定に定める 
   品目別規則が同一のものであり、かつ、同締約国の原産品とすることに特段の疑義が 
   認められない場合。 
（ⅲ）上記（ⅰ）及び（ⅱ）以外の場合であって、当該輸入貨物に適用されるべき税番の決定 
   に当たって記載税番としたことに相当の理由があると認められ、かつ、当該貨物が経 
   済連携協定に定める締約国原産品と認められる場合。 

日タイＥＰＡの場合 

ＨＳコードは２００２年版

の６桁が記入されてい

なければならない。 具体的な有効性の判
断については業務部
原産地調査官部門
へご相談ください。 



 （参考）各ＥＰＡにおける原産地基準の記載の比較について 

（注１）シンガポール協定及びスイス協定の原産地証明書には、原産地基準は記載されない。 
（注２）メキシコ協定の原産地証明書第９欄は、考慮する要素がない場合N/Aと記載することとされている。 
（注３）アセアン包括協定第26条第1項(b)の関税分類変更基準を適用する物品の記載記号はCTHであり、附属書2に記載される物品でCC、CTHなど関税分類変 
    更基準が適用される場合の記載記号はCTCとなる。 
（注４）ベトナム協定第26条第1項(b)の関税分類変更基準を適用する物品の記載記号はCTHであり、附属書2に記載される物品でCC、CTHなど関税分類変更基 
    準が適用される場合の記載記号はCTCとなる。 
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協定名 完全生産品
原産材料のみから
生産される産品

実質的変更基準を
満たす産品

記入欄 その他の基準 記入欄

メキシコ A Ｂ C 第８欄（特恵基準）
ACU,DMI,FGM,IM,N/Aのいずれかを必ず記入
（注２）

第９欄（その他の事
項）

マレーシア A Ｂ C 第５欄（特恵基準） ACU,DMI,FGMを適用があった場合に記入 第５欄（特恵基準）

チリ A Ｂ C 第５欄（特恵基準） ACU,DMI,FGMを適用があった場合に記入 第５欄（特恵基準）

インドネシア A B C 第５欄（特恵基準） ACU,DMI,FGMを適用があった場合に記入 第５欄（特恵基準）

ブルネイ A B C 第５欄（特恵基準） ACU,DMI,FGMを適用があった場合に記入 第５欄（特恵基準）

フィリピン A B C 第５欄（原産地基準） ACU,DMI,FGMを適用があった場合に記入 第５欄（原産地基準）

ペルー (ａ） （ｂ） （Ｃ） 第６欄（原産地基準） － －

タイ WO PE ＰＳ 第８欄（原産地基準） ACU,DMIを適用があった場合に記入 第７欄（品名等）

アセアン包括 WO PE

①CTH又はRVC
又は
②RVC,CTC,SP
のうち適切なもの
（注３）

第８欄（原産地基準） 必要に応じ、ACU,DMIを追記 第８欄（原産地基準）

ベトナム WO PE

①CTH又はLVC
又は
②LVC,CTC,SP
のうち適切なもの
（注４）

第５欄（特恵基準） 必要に応じ、ACU,DMI,IIMを追記 第５欄（特恵基準）

インド A 第５欄（特恵基準） ACU,DMI,FGMを適用があった場合に記入 第５欄（特恵基準）

シンガポール
（注１）

－ － － － － －

スイス
（注１）

－ － － － － －

Ｂ
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Ａ国 日本 

Ｂ国 

☆運送要件証明書： 

① 通し船荷証券の写し 

② 積替国の官公署が発給した証明書 

③ 税関長が適当と認めるもの 

 

課税価格の総額が
２０万円以下の貨物
に係るものを除く 

運送要件証明書について 

☆第三国経由 ⇒ 運送要件証明書の提出が必要 

☆直 接 運 送 ⇒ 運送要件証明書の提出は不要 



0000-00 

輸出者 
署 名 登録署名 

登録 
印影 

CHIANGMAI 

50,000 
kg 

下枠①又は②が取得できないこと
に相当な理由があるとき 
 
 
 ・第３欄に積替地等の記載 
 ・合理的な説明があれば容認。 
 （関税法基本通達68-5-1(1)ハ） 

ZAIMU INTERNATIONAL CO.,LTD. 
1111-1 CENTER BLD.  
WATKET A,MUANG CHIANGMAI 
THAILAND 
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ZEIKAN SHOJI CO.,LTD. 
2-7-11 AOMI, KOTO-KU, TOKYO, 
JAPAN 

50Bags 
 
ACETYLATED STARCH 
 
HS CODE:3505.10 

NO MARK 1.  

１．直接運送されたものであるか 
２．非原産国である第三国を経由しているか 
 
 
【運送要件証明書があるか】 
 ① 通し船荷証券の写し 
 ② 積替国の官公署が発給した証明書 
 ③ 税関長が適当と認めるもの 

２．の場合 貨物について、運送上の
理由による積替え、一時
蔵置若しくは博覧会等へ
の出品のための経由 

CHIANGMAI   January 19 ,2011 January 19, 2011 

ZP001 
January 
19,2011 

“PS” 

FROM CHIANGMAI THAILAND 
TO TOKYO JAPAN VIA SINGAPORE BY SEA 
ON BOARD DATE : January 19, 2011 
VESSEL : ZEIKANMARU 

課税価格の総額が
２０万円以下の貨物
に係るものを除く 

日タイＥＰＡの場合 

 ① 通し船荷証券の写し 
 ② 積替国の官公署が発給した証明書 



① 第３者証明 
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原産地証明制度の形態 

  輸出国の政府が認定した者のみ自己証明 

  できる制度（スイス協定、メキシコ協定、 

  ペルー協定で採用） 

  商工会議所等の公的機関が証明する制度 

  （アジア各国との二国間協定で採用） 

② 認定輸出者による自己証明 



認定輸出者の認定を行う当局スイス側：スイス税関、日本側：経済産業省。 
本制度の導入に伴い、「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律」を改正予定。 

スイス 日 本 

輸入者 
輸 出  

｢原産地証
明｣の送付 

税 関 

「
原
産
地
証
明
」 

 
 
 
 

の
提
出 

特
恵
関
税
率
の
適
用 

照 会 

回 答 

認
定
輸
出
者 

の
認
定 

確
認
業
務 

認定輸出者（輸出者） 

権限のある政府当局(スイス税関) 

認定輸出者による自己証明制度 
輸出締約国の原産地証明書発給当局から一定の基準を満たしているとして予め認定を受けた輸出者(認定
輸出者)が、自ら作成したインボイス等の商業上の書類に輸出貨物が原産品である旨の申告を記入した上
で、当該インボイス等を輸入国に提出することにより、ＥＰＡ上の特恵待遇を得ることを可能とするもの。 

第三者証明制度と認定輸出者による自己証明制度のいずれを利用するかは、輸出者が選択可能。 

この結果、締約国の輸出者にとって原産品の証明方式の選択肢が増えるとともに、原産地証明にかか
る費用や時間が削減され、輸出手続きが円滑となり、貿易が促進されることが期待される。 

 
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認定輸出者による自己証明制度の概要 



協定附属書２第15条の規定により、 

いずれかにより原産品であることを証明する。 

協定附属書２第16条に規定する 
原産地証明書 (付録２の様式) 

1.Exporter(Name,full address,country)

2. Certificate used in preferential trade between            

3. Consignee(Name,full address,country) and
    (Opitional)

4. Country, In which
    the goods are
    considered as
    originating

6.  Transport details (Optional) 7.  Remarks

8. Item number; marks and numbers; number and kind of packages9.    Gross 10.　Ｉｎｖｏｉｃｅｓ
   ; description of goods        weight 　　　（Ｏｐｔｉｏｎａｌ）

       (kg) or
       other
       measure 
       ( ｌ、ｍ、ｅｔｃ．）

11. ENDORSEMENT 12. DECLARATION BY THE EXPORTER
   Declaration certified
   Export document Stamp

No

(insert appropriate countries, group of countries or teritories)
5.   Country of destination

I, the undersigned, declare that the goods
described above meet the conditions required

又は の 

協定附属書２第19条に規定する
原産地申告  (付録３の申告文) 

 
 
 
「"The exporter of the products covered by 

this document (認定輸出者の認定番号)  
declares that, except where otherwise 

clearly indicated, these products are of  

(産品の原産地(Switzerland)) preferential 

origin.“｣ 

 
「この文書の対象となる産品の輸出者(認定番
号)は、別段の明示をする場合を除くほか、当該
産品の原産地(スイス連邦)が特恵に係る原産
地であることを申告する。」という英文での原産
地申告の申告文の記載を含む。 

仕 入 書 
・・・・・・・ ・・・ 

・・・・・・・ ・・・ 

・・・・・・・・・・ 

（注）課税価格が20万円以下の貨物の場合には、提出不要 42 

スイス協定での原産地証明 



 スイス協定附属書２第19条 
     の原産地申告に係る留意事項 

・ 認定輸出者のみが作成できる。（協定附属書２第19条１） 

・ 認定輸出者には認定番号が付与され、申告には署名を要し
ない。（協定附属書２第19条３） 

・ 原産地の申告文は、仕入書、納品書その他の商業上の文
書にタイプ、押印又は印刷により作成される。 

 （協定附属書２第19条７） 

・ 申告日はそのような商業上の文書が作成された日とみなす。
（協定附属書２第19条７） 

・ 有効期間：12ヵ月間。（協定附属書２第20条１） 

・ 対象となるのは１回限りの輸入。（協定附属書２第20条１） 
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44 特恵否認 

輸入国税関で原産性に疑問 

※
 

確
認
の
各
過
程
に
お
い
て
、
輸
出
国
政

府
当
局
、
輸
出
者
又
は
生
産
者
か
ら
の
回
答

が
、
当
該
産
品
を
原
産
品
で
あ
る
と
判
断
す

る
の
に
十
分
な
情
報
を
含
む
と
き
は
、
輸
入

国
税
関
は
当
該
産
品
を
原
産
品
と
認
め
て
特

恵
待
遇
を
付
与
。 

原産品であるか否
かの確認の流れ 

まずは輸入者に照会する等、疑義の解明に努力。 
→疑義が解消されない場合、財務省と協議の上、協定の確認手続に移行。 
→実施に当たっては、必要に応じ輸入者に対して、確認に係る協定の規定を説明。 

日本の税関手続 

日
マ
レ
ー
シ
ア
経
済
連
携

協
定
の
場
合 

協定第43条 
協定第44条 

協定第45条 

寄
せ
ら
れ
た
回
答
で

は
不
十
分
な
場
合 

輸出国政府当局に 

情報提供の要請 

※３ヵ月の回答期限 

追加情報を輸出国 
政府当局に要請 

※２ヵ月の回答期限 

期限内に回答、情報提供なし 

又は不十分な情報提供 

輸出国政府当局が輸入国の｢関係当局｣の立会い
の下で、輸出者又は生産者の施設への確認訪問
を実施することを輸出国政府当局に要請。 

輸入国は訪問実施希望日の40日前までに輸出
者名、実施希望日等を記した書面を輸出国に
送付。 
輸出国政府当局は輸出者又は生産者に訪問を
受け入れるか否か回答を要請。 

※30日の回答期限 

期限内に回答なし、 

訪問拒否、又は 

不十分な情報提供 

※確認訪問実施 

輸出国政府当局は訪問実
施日から45日以内に輸入
国税関に情報提供。 



税関ホームページ 
http://www.customs.go.jp/ 

『輸出入の手続き』をクリック 

『事前教示』はここをクリック 

『経済連携協定（ＦＴＡ/ＥＰＡ）』はここをクリック 
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『原産地規則について』をクリックすると 
□ 不備ある原産地証明書の取扱い 



輸入者の皆様へ 

原産地認定 についての 

「文書による事前教示」とは、 

輸入を予定している貨物の原産地を税関に文書で照会し、 

文書で回答を受けることができる制度で、 
●事前に一般特恵税率や経済連携協定税率の適用が可能か知ることができる 

●輸入申告時に回答書を添付することにより、原産地の認定がスムーズに行わ

れ、貨物の引取りが早くなる 

●回答内容は、照会された商品の輸入通関審査に際し、３年間尊重される 

                                   などのメリットがあります。 

◎ 《 文書による事前教示照会書の様式の入手方法 》 
  ・税関ホームページ（http://www.customs.go.jp）からダウンロードできます。 
  ・トップページのピックアップ中「  輸出入手続   税関様式・記載要領」 
     →「関税法関係[C]」で様式の一覧表が表示されます。 

○ 原産地については、「事前教示に関する照会書(原産地照会用) (C-1000-2)」 
 

◎ 《 具体的な手続等に関しては、関税法基本通達7-17、7-18、7-19の2をご参照ください。》 
  ・税関ホームページ（ http://www.customs.go.jp ）からご覧になれます。 

＞ 

輸入通関をよりスムーズに行い、一層の正確性を期すため、 
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ご不明の点があれば・・・ 

• 適用税率等のＥＰＡ関連の情報は税関ホームページからご覧いただけます。 

http://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/fta-epa_index.htm 
 
 

• ご質問・ご不明の点等がありましたら、お近くの税関又は貨物を輸入申告する税関の
原産地規則担当部門（下記参照）にご照会下さい。 

 

函館税関 業務部 原産地調査官：0138-40-4256 

東京税関 業務部 原産地調査官：03-3599-6527 

横浜税関 業務部 原産地調査官：045-212-6174 

名古屋税関 業務部 原産地調査官：052-654-4205 

大阪税関 業務部 原産地調査官：06-6576-3196 

神戸税関 業務部 原産地調査官：078-333-3097 

門司税関 業務部 原産地調査官：050-3530-8369 

長崎税関 業務部 統括審査官(通関総括部門)：095-828-8665 

沖縄地区税関 統括審査官(通関総括第１部門)：098-862-8692 
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http://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/fta-epa_index.htm
http://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/fta-epa_index.htm
http://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/fta-epa_index.htm


ご清聴いただき 

ありがとうございました。 
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